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誰もが安心し、住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていくためには、一人ひとりの権利が守られるこ

とが必要です。近年、認知症高齢者の増加や障がいがある方の地域生活移行の進展に伴い、成年後見制度

や日常生活自立支援事業をはじめとした権利擁護支援を必要とする方はますます増加しています。

本セミナーでは、その人の思いを知ることができる、意思決定支援（コミュニケーション支援）ツール

である「トーキングマット」を体験することで、地域で生活する人たちが、お互いに支え合えるような地

域をめざし、寄り添う心の在り方、権利擁護の本質について考えます。

＜申し込み・お問い合わせ先＞
〒689-0201 鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 地域福祉部 （担当：勢川・川瀬・永田）

TEL 0857－59－6334 FAX  0857－59－6340

令和５年度 権利擁護セミナー

令和６年１月１８日（木）

１３時３０分～1５時４５分

鳥取県立福祉人材研修センターホール

（鳥取市伏野1729-5 TEL 0857－59－6330）

あなたのことを知りたい
～意思決定を支援するトーキングマット～

会場

参加費

日 時

講 師

※詳しくは開催要項、鳥取県社会福祉協議会ホームページ（https://www.tottori wel.or.jp/）をご覧ください。

理事・認定トレーナー 本間 奈美 氏

無料

一般社団法人 日本意思決定支援ネットワーク

認定トレーナー 玉木 裕子 氏

参加対象者 県市町村行政の職員、県市町村社会福祉協議会の役職員、社会福祉施設の役職員、

地域包括支援センターの役職員、障害者支援機関の役職員、権利擁護支援センター

役職員、市民後見人養成講座受講生、日常生活自立支援事業の生活支援員、民生児

童委員、地域福祉に携わっておられる方、その他権利擁護に関心のある方


